
 

 

建築物 

●耐震改修促進法施行令第 4条に規定する通行障害建築物 

 

     ①前面道路幅員（L）が１２ｍを超える場合                 ②前面道路幅員が１２ｍ以下の場合 

      幅員の１／２の高さを超える建築物                     ６ｍの高さを超える建築物 

 

                 中心 

                        高さ（L/２）                                高さ６ｍ 

 

                                                            道路４ｍ 

              前面道路（L）          建築敷地                     ６ｍ         建築敷地 

   

 

 

建築物 


